
○
法
務
委
員
会

・
内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

（
注
）
※
は
予
算
関
係
法
律
案

番号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
出

月
日

参
　
　
　
　
議
院

衆
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

2 2※

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

衆

五
、二

、
一
二

五
、

　
二
、
一
二

　
　
（
予
）

五
、

　
三
、
二
九

可
　
決

五
、

　
三
、
二
九

可
　
決

五
、

　
二
、
一
二

五
、

　
三
、
二
五

可
　
決

五
、

　
三
、
二
五

可
　
決

2 3※

不
動
産
登
記
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

"

二
、
一
二

二
、
一
八

　
　
（
予
）

　
四
、
一
五

可
　
決

　
四
、
一
六

可
　
決

二
、
一
二

　
四
、
六

可
　
決

　
四
、
　
八

可
　
決

5 2

商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

"

三
、
　
九

五
、
一
二

　
　
六
、
　
三

可
　
決

　
六
、
　
四

可
　
決

三
、
三
〇

　
四
、
二
七

可
　
決

　
四
、
二
八

可
　
決

　
　
五
、
三
、
三
〇

衆
本
会
議
趣
旨
説
明 

　
　
　
　
五
、
一
二

参
本
会
議
趣
旨
説
明 

5 3

商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
案

"

三
、
九

五
、
一
二

　
六
、
　
三

可
　
決

　
六
、
　
四

可
　
決

三
、
三
〇

　
四
、
二
七

可
　
決

　
四
、
二
八

可
　
決



・
本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番号

件
　
　
　
名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
へ

提
出

参
　
議
　
院

衆
　
議
　
院

備
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
　
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

6

検
察
審
査
会
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

案

竹
村
泰
子
君

外
四
名

（
五
、
五
、
一
九
）

五
、

五
、
二
五

五
、

　
六
、
三

未
　
了

１　２　５
国

会

１

製
造
物
の
欠
陥
に
よ

る
損
害
の
賠
償
責
任

に
関
す
る
法
律
案

穐
山
篤
君

外
三
名

（
四
、
一
一
、
一
一
）

四
、

一
一
、
一
一

未
　
　
了

発
議
者
変
更



裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
二
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理
を
図
る

等
の
た
め
、
裁
判
所
職
員
の
定
員
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
判
事
補
の
員
数
を
七
人
増
加
し
、
六
百
二
十
二
人
に
改
め
る
。

二
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
四
人
増
加
し
、
二
万
千

　
五
百
一
人
に
改
め
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御

報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
性
迅
速
な
処
理
を
図
る

等
の
た
め
、
判
事
補
の
員
数
を
七
人
増
加
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
官
以
外
の

裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
四
人
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
裁
判
官
増
員
の
展
望
、
家
庭
裁
判
所
の
充

実
強
化
等
に
つ
き
ま
し
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録

に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

不
動
産
登
記
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
三
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
不
動
産
登
記
手
続
の
適
正
迅
速
な
処
理
を
図
る
と
と
も

に
、
不
動
産
登
記
制
度
の
利
用
者
の
利
便
に
資
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
数
個
の
建
物
が
合
体
し
て
一
個
の
建
物
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
建
物
の

　
所
有
者
は
、
合
体
に
よ
る
建
物
の
表
示
の
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
を
要

　
し
、
登
記
官
は
、
合
体
後
の
建
物
の
表
示
の
登
記
を
し
た
上
で
、
そ
の
登

　
記
用
紙
に
合
体
前
の
建
物
の
抵
当
権
等
の
登
記
を
移
記
す
る
。

二
、
登
記
所
に
不
動
産
登
記
法
第
十
七
条
の
地
図
が
備
え
ら
れ
る
ま
で
の

　
間
、
こ
れ
に
代
え
て
地
図
に
準
ず
る
図
面
を
備
え
る
規
定
を
新
設
し
、
何

　
人
も
手
数
料
を
納
付
し
て
そ
の
閲
覧
を
請
求
で
き
る
。

三
、
委
任
に
よ
る
登
記
申
請
の
た
め
の
代
理
権
は
、
本
人
の
死
亡
等
の
事
由

　
が
生
じ
て
も
消
滅
し
な
い
。

四
、
登
記
済
証
が
滅
失
し
た
場
合
に
登
記
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
を
要
す



　
る
保
証
書
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
不
動
産
所
在
地
の
登
記
所
以
外

　
の
登
記
所
で
登
記
を
受
け
た
者
も
保
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
地
図
を
作
製
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
あ
る
と
き
は
、
登
記
官
は
、
土

　
地
の
所
有
者
に
異
議
が
な
い
と
き
に
限
り
、
分
筆
及
び
合
筆
の
登
記
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
地
役
権
の
登
記
が
あ
る
土
地
に
つ
い
て
合
筆
の
登
記
を
申
請
す
る
場
合

　
に
お
い
て
、
合
筆
後
の
土
地
の
一
部
に
地
役
権
が
存
続
す
る
こ
と
と
な
る

　
と
き
は
、
そ
の
部
分
を
示
す
図
面
の
添
付
を
要
す
る
。

七
、
予
告
登
記
に
関
す
る
嘱
託
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
。
ま
た
、
原
告

　
勝
訴
の
判
決
が
確
定
し
た
場
合
等
に
お
け
る
予
告
登
記
抹
消
の
嘱
託
手
続

　
を
設
け
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

　
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
不
動
産
登
記
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
建
物
の
合
体
に
関
す
る
登
記
手
続
を
整
備
し
、
地
役
権
の

登
記
が
あ
る
土
地
の
合
筆
の
登
記
手
続
及
び
予
告
登
記
に
関
す
る
手
続
を
改

善
す
る
と
と
も
に
、
閲
覧
に
供
す
る
た
め
登
記
所
に
地
図
に
準
ず
る
図
面
を

備
え
、
本
人
の
死
亡
等
の
場
合
に
も
登
記
申
請
代
理
権
が
消
滅
し
な
い
こ
と

と
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
地
図
の
整
備
状
況
、
登
記
関
係
手
数
料
の
合

理
的
あ
り
方
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録

に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
二
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
会
社
を
め
ぐ
る
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、

株
主
に
よ
る
会
社
の
業
務
執
行
に
対
す
る
監
督
是
正
機
能
を
強
固
に
す
る
と

と
も
に
、
株
式
会
社
の
監
査
役
制
度
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
ほ
か
、
株
式
会
社
の
社
債
に
よ
る
資
金
調
達
の
需
要
増
大
の
状

況
に
か
ん
が
み
、
企
業
の
資
金
調
達
方
法
の
合
理
化
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
社

債
権
者
の
保
護
を
強
化
す
る
た
め
、
商
法
、
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る

商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
及
び
担
保
附
社
債
信
託
法
の
各
一
部
を
改
正
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



一
、
株
主
の
代
表
訴
訟
の
訴
額
を
九
十
五
万
円
と
み
な
す
と
と
も
に
、
代
表

　
訴
訟
に
勝
訴
し
た
株
主
は
訴
訟
に
要
し
た
費
用
で
訴
訟
費
用
で
な
い
も
の

　
の
相
当
額
の
支
払
を
会
社
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
会
社
の
会
計
帳
簿
等
を
閲
覧
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
の
持
株
要

　
件
を
発
行
済
株
式
総
数
の
十
分
の
一
か
ら
百
分
の
三
に
緩
和
す
る
。

三
、
監
査
役
の
任
期
を
二
年
か
ら
三
年
に
伸
長
す
る
と
と
も
に
、
大
会
社
の

　
監
査
役
の
員
数
を
二
人
以
上
か
ら
三
人
以
上
に
増
員
し
、
そ
の
う
ち
一
人

　
以
上
は
、
就
任
の
前
五
年
間
、
そ
の
会
社
又
は
子
会
社
の
取
締
役
又
は
使

　
用
人
で
な
か
っ
た
者
と
す
る
ほ
か
、
監
査
役
の
全
員
で
組
織
す
る
監
査
役

　
会
の
制
度
を
設
け
る
。

四
、
社
債
発
行
限
度
に
関
す
る
規
制
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
え
て
、
発
行
会

　
社
が
社
債
権
者
の
た
め
に
社
債
管
理
会
社
に
社
債
の
管
理
を
委
託
す
る
こ

　
と
を
原
則
的
に
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
社
債
管
理
会
社
の
義
務
及
び
権

　
限
を
明
確
に
し
、
ま
た
、
担
保
附
社
債
の
募
集
公
告
の
制
度
を
廃
止
し

　
て
、
社
債
申
込
証
に
よ
り
募
集
及
び
申
込
み
を
さ
せ
る
等
の
改
正
を
す

　
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

　
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
会
社
を
め
ぐ
る
最
近
の

社
会
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
株
主
に
よ
る
会
社
の
業
務
執
行
に
対
す
る

監
督
是
正
機
能
を
強
固
に
す
る
と
と
も
に
、
株
式
会
社
の
監
査
役
制
度
の
実

効
性
を
高
め
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
株
式
会
社
の
社
債
に

よ
る
資
金
調
達
の
需
要
の
増
大
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
企
業
の
資
金
調
達
の

方
法
の
合
理
化
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
社
債
権
者
の
保
護
を
強
化
す
る
た
め
、

商
法
、
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
及
び
担

保
附
社
債
信
託
法
の
各
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
第
一
に
、
株
主
の
代
表
訴
訟
の
訴
訟
の
遂
行
に
伴
う
株
主
の
費
用
の
負
担

を
軽
減
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
株
主
の
会
計
帳
簿
等
の
閲
覧
謄
写
権
の
持
株

要
件
を
十
分
の
一
か
ら
百
分
の
三
に
緩
和
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
監
査
役
の

任
期
を
二
年
か
ら
三
年
に
伸
長
す
る
と
と
も
に
、
大
会
社
の
監
査
役
を
増
員

し
て
、
い
わ
ゆ
る
社
外
監
査
役
と
監
査
役
会
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
。
第
四

に
、
社
債
発
行
限
度
に
関
す
る
規
制
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
発
行
会
社
が

社
債
権
者
の
た
め
に
社
債
管
理
会
社
に
社
債
の
管
理
を
委
託
す
る
こ
と
を
義

務
づ
け
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
案
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

い
、
社
債
発
行
限
度
暫
定
措
置
法
等
二
法
律
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
非
訟



事
件
手
続
法
等
六
十
九
法
律
に
つ
い
て
規
定
を
整
備
し
、
所
要
の
経
過
措
置

を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
法
律
案
を
一
括
議
題
と
し
て
審
査
を

進
め
、
株
主
代
表
訴
訟
の
訴
額
を
九
十
五
万
円
と
み
な
す
根
拠
、
社
外
監
査

役
及
び
監
査
役
会
設
置
の
理
由
、
社
債
発
行
限
度
規
制
の
廃
止
と
社
債
権
者

の
保
護
、
会
社
の
監
査
機
能
の
充
実
と
使
途
不
明
金
の
解
明
等
に
つ
い
て
質

疑
を
行
っ
た
ほ
か
、
参
考
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
等
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま

し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
二
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
三
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
社
債

発
行
限
度
暫
定
措
置
法
等
二
法
律
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
非
訟
事
件
手
続

法
等
六
十
九
法
律
に
つ
い
て
規
定
を
整
備
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照




